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（寒）  

：遥加また…議修正近所  

こんにらは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）ガイドライン（案）  

1．事業の名称及び事業概要   

O「生後4か月までの全戸訪問事業」については、名称を「こんにらは赤らやん事業（乳  

児家庭全戸訪問事業）」とする。  

なお、市町村において「生後4か月までの全戸訪問事業」等別の名称を用いることは  

差し支えない。   

○ こんにらは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）は、乳児がいるすべての家庭を訪  

問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において、様々な不安や悩みを聞き、子  

育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切な  

サービス提供に結びつける、広く一般を対象とした子育て支援事業である。   

2．杢ガイドラインの位置つけ   

O 「こんにらは赤らやん事業（乳児家庭全戸訪問事業）」については、子育て支援や支  

援が特に必要な家庭への対応を進める観点から、今後、事業の効果的な実施と全国的な  

普及を進めることが求められる。  

このため、本ガイドラインにおいて、事業の推進を図るよう、事業を実施する場合に  

すべての市町村において少なくとも当面取り組むべき内容を定め、事業のあり方を明確  

にすることとした。各市町村においては、本ガイドラインを基本として事業を実施する  

とともに、地域の実情に応じて本ガイドラインの内容を超えて一層の取組が行われるこ  

とが期待される。   

旦．事業目的   

○ 乳児がいるすべての家庭を訪問し、子育ての子瓜立化を防ぐために、その居宅において  

様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が  

必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、子どもの健やかな  

育成を図ることを目的とする。   

4．対象者   

○ 原則として生後4か月を迎えるまでの乳児のいるすべての家庭を事業の対象とする。  

ただし、生後4か月を迎えるまでの問に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況  

が確認できており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない  

場合は対象として差し支えない。  

なお、次の家庭については訪問の対象としないことで差し支えないが、②③に掲げる  

場合については、訪問の同意が得られないことや長期の里帰り出産等の状況自体が支援  

が必要となる可能性を示すものとして、支援が特に必要と認められる家庭に準ずる家庭  

と位置つけることとし、その後の対応については、「ユ⊥ケース対応会議における支援  

の必要性についての判断等」に基づき適切な対応を図ること。  

①養育支援訪問事業の実施などにより、既に情報提供や養育環境の把握ができている  

場合  

②訪問の同意が得られず、改めて訪問の趣旨を説明し本事業の実施の働き力＼けを行っ  

たにもかかわらず同意が得られない場合  

③子の入院や長期の里帰り出産等により生後4か月を迎えるまでには当該市町村の住  

居に子がいないと見込まれる場合   



（案）  

下綾部：追加または修正を所  

亘．訪問時期等   

○ 対象乳児が生後4か月を迎えるまでの問に1回訪問することを原則とする。ただし、   

生後4か月を迎えるまでの問に、健康診査等により乳児及びその保護者の状況が確認で  

きており、対象家庭の都合等により生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合は、  

少な＜とも経過後1か月以内に訪問することが望ましい。  

なお、できる限り早期に訪問し支援を行うことが望ましいことから、市町村独自に早  

期の訪問時期を定めることが適当である。   

旦．母子保健法に基づ＜訪問指導との関係   

○ 本事業は乳児のいるすべての家庭が対象であり、子育て支援に関する情報提供や養育  

環境等の把握を行い、必要なサービスにつなげる事業である。一方、母子保健法に基づ   

く訪問指導は、母子保健の観点から乳幼児のいる家庭を対象として、必要査保健指導等  

を行う事業である。  

このように、両事業は法的な位置づけや、第一義的な目的は異なるものの、いずれも  

新生児や乳児がいる家庭へのサポートを行うものであり、密接な関係にある。このため、   

効果的力、つ効率的な事業実施の観点からも、母子保健法に基づく新生児訪問董の乳児に  

対する訪問指導を実施している市町村の判断により、これらの訪問指導等と併せて本事  

業を実施することとして差し支えない。   

○ なお、支援の必要性が高いと見込まれる家庭に対しては可能な限り保健師等の専門職  

が訪問することとし、卿去  

に基づく新生児訪問や乳児に対する訪問指導の必要性がある場合には、優先的にこれら  

を実施すべきである。その上で本事業を実施する場合は、事前の情報等を踏まえ、対象  

家庭の状況に配慮し、母子保健法に基づく訪問指導の際に本事業訪問者が同行する等の  

対応が望まれる。  

了．訪問壱   

○ 訪問者については、保健師、助産師、看護師の他、保育士、母子保健推進員、愛育班  

員、児童委員、母親クラブ、子育て経験者等から幅広く人材を発掘し、訪問者として登  

用して差し支えない。  

なお、訪問者について市町村独自に専門職に限る等の資格要件を設けることは差し支  

えない。   

○ 訪問に先立って、訪問の目的や内容、留意事項等について必要な研修（講習）を受口   

量ものとする。   

旦．実施内容   

○ 本事業は以下の内容を実施するものとする。   

① 育児に関する不安や悩みの塵遮、相談  

② 子育て支援に関する情報提供   

③ 乳児及びその保護者の心身の崖王及び養育環境の把握  

④ 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討、関係機関との連結調整   

○ 実施内容については、市町村の判断により訪問者の状況等に応じたものとし、必要に  

応じて専門職と非専門職の役割分担を明確にするなどの対応をとることが望ましい。  

旦．事業の実施における留意事項  

（1）事業の周知   

○ 事業を効果的に進めるためには、対象者に事業の趣旨と内容及び訪問を受けることの  

メリット等を理解されることが必要不可欠であり、母子健康手帳交付や出生届受理等の  
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（案）  

卜緒言≡’追加また蔦璃償登瀦   

機会を活用して本事業の積極的な周知を図るとともに、事前に訪問日時の同意を得るよ   

う調整する等、対象家庭や地土或の実情に応じて訪問を受けやすい環境つくりを進める。  

（2）支援の必要性と訪問者   

○ 市町村の母子保健担当部署との連携の下、事前の情報等を踏まえ、支援の必要性が高  

いと見込まれる家庭に対しては可能な限り保健師等の専門職ができるだけ早期に訪問す  

る。   

1旦．実施方法  

（1）訪問の連絡調整葦   

○ 訪問にあたっては、事業周知の際lこおよその訪問時期をあら力、じめ矢口らせておく、あ  

るいは訪問者が対象家庭に個別に連絡をとるなど、菓貝子の受け入れ状況に配慮した訪問  

を心がける。  

（2）訪問者の身分の提示   

○ 訪問の際は、身分証を提示するなどして市町村からの訪問者であることを明確にする。  

（3）訪問に際しての留意事項   

○ 育児に関する不安や悩みの坦遮、相談   

訪問の際は、規子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受容的な対応を   

心がける。   

○ 子育て支援に関する情報提供   

訪問の際は、地域子育て支援拠点事業等の実施場所一覧表などにより、地域の様々な子  

育て支援に関する情報を提供する。   

○ 薫育環境等の把握  

訪問者は、訪問の際に養育環境等の把握を行う。養育環境の把握方法や報告内容につい   

ては、訪問者の専門性に応じたものとし、研修等の実力割こより十分に理解した上で塞墜  

の訪問を行う。  

特に、訪問者が非専門職である場合には、保健師等の専門職が訪問結果の報告に基づ  

いて養育環境等をアセスメントする体制を整えること。  

○養育環境等の把握のための項目の例示（訪問結果報告例）  
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（案）  

下線警ご：造力iまた芯修正短所  

1⊥．ケース対応会議における支援の必要性についての判断等   

○ 訪問実施後、次の手順によりその後の支援の必要性を判断し、支援内容等を決定する。  

①訪問者は、訪問結果について、訪問結果報告書に墨つき速やかに市町村の担当部署  

に報告する。  

また、緊急に対応すべき場合は、報告形式にこだわらず即座に報告し、追って報  

告書に墨つき報告する。  

②市町村担当部署においては、訪問者からの報告された結果を参考に、支援の必要性  

を検討すべきと判断される家庭についてケース対応会議を開催する。  

③ケース対応会議は、杢事業担当者、市町村における母子保健担当者、児童福祉担当  

者等のほか、必要に応じて訪問者や養育支援訪問事業中核機関又は子どもを守る地  

域ネットワーク（要保護児童対策塑壇協議会）調整機関（以下「調整機関」という。）  

の職員等が参加し開催する。  

④ケース対応会議においては、支援の必要性とその後の支援内容等について、以下の  

点に留意し決定する。  

ア 支援が必要な家庭については、薫育支援訪問事業や母子保健事業等の具体的  

支援の必要性について検討し、その後の支援について担当部署に引き継ぐ。  

イ 支援が特に必要と判断された家庭については、調整機関に連結し必要な支援  

内容等について協議する。  

り 訪問できなかった家庭については、引き糸売きその状況等の把握に努め、支援  

の必要性についての可能性を検討した上で、必要に応じてア又はイの対応を  

行う。   

1乙 訪問者の研修プログラム   

○ 必要な研修（講習）プログラムについては、各地域の実情に応じて実施するものとし、   

実施に当たっては、家庭訪問に同行することや援助場面を想定した実技指導（ロールプ  

レインク等）などを組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努める。  

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領土割こ関する部分については省略  

しても差し支えないものとする。   

○潮決  

のための技術向上研修③事例検討などの応用的研修など、訪問者の能力と必要性に応じ  

て計画的に実施すること。  

○こんにらは赤らやん事業 訪問者基礎的研修プログラム例  

事業の意義と目的   事業の内容・意義・目的について   

個人情報の保護   個人情報の適切な管理と守秘義務について   

傾聴とコミュニケーション  訪問対象者の話を聞くときの留意点とコミュニケー  

ション技術   

訪問の実際   訪問時の留意事項・訪問に同行する等   

1一旦．個人情報の保護と守秘義務   

○ 訪問毒力＼事業の実施を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のため、   

以下の対応等により万全を期す。  

①個人情報の遭辺査管理や守秘義務についての規程を定め、これを事業の従事者に周  

知する。  

②特に訪問者に対しては、個人情報の適辺査管理や守秘義務について研修等を行い周  

知徹底する。  
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［亘亙可  （案）  

棉鰻卜選灘患恕封銅滝澤  

③非常勤職員の委嘱手続等においては、誓約書を取り交わすことなどの具体的措置を  
講じる。   

14．委託先について   

○ 事業の委託先としては、本事業を適切に行う観点から、少なくとも以下の要件を満た  
すことが必要である。  

①必要な研修を受講した訪問者を配置するなど、本事業を適正かつ円滑に遂行しうる  
体制を整えていること。  

②訪問者に対して、個人惜矧呆護や守秘義務に関する研修を受講させ、本事業に係る  
個人情報の具体的な管理方法等についてもー定の規程を設けるなど、委託に係る事  
務に関して知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な措置を  
講じる∈＿と。   

○ 市町村は、事業主体としての責任を果たす観点から、委託先との関係について、以下  
のような点に留意する。  

①委託先に対して、本事業を適切に実施するために必要十分な情報提供を行う三と0  
②委託先の事業実施状況の把握や指導等によ旦」適正な事業運営を確保する立と0  

0 なお、既に子育て支援拠点事業を実施している法人が本事業を併せて実施することは、   
地域の子育て家庭に対して多様な支援が可能となり、また、塑壇塑子育て支援活動のネ   
ットワークの強化につな力喝ことから、このような法人に委託を進めることが望まれる0   
ただし、この場合においては、事業の実施に当たり、訪問結果の報告や支環の必要性の   
検討について、市町村の母子保健担当部署及び児童福祉担当部署との十分な連携に努め  
るべきある。   

⊥5．第2種社会福祉事業の届出等   

○廟、   
平成21年4月1日より、第2種社会福祉事業として社会福祉法に位置づけられること   
となっており、適噛  
と。  
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（案）  

這軋または修正直所  

養育支援訪問事業ガイドライン（案）  

L 事業の名称及び事業概要   
＿  

O 「育児支援家庭訪問事業」については、名称を「薫育支援訪問事業」とする。   

○ 養育支援訪問事業とは、薫育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師二  

保育士等がその居宅を訪問し、薫育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭  

の適切な養育の実施を確保するための支援が特に必要な家庭に対して行われる事業であ  

る。   

呈．杢ガイドラインの位置づけ   

O「養育支援訪問事業」については、支援が特に必要な家庭への対応を進める観点から、  

豊後」事業の効果的な実施と全国的な普及を進めることが求められる。  

このため、本ガイドラインにおいて、事業の推進を図るよう、事業を実施する場合に  

すべての市町村において少なくとも当面取り組むべき内容を定め、事業のあり方を明確  

にすることとした。各市町村においては、本ガイドラインを基本として事業を実施する  

とともに、地域の実情に応じて本ガイドラインの内容を超えて一層の取組が行われるこ  

とが期待される。   

旦．事業目的   

○ 養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師・保育士等がその居宅を訪  

問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確  

保することを目的とする。   

4．対象者   

○ この事業の対象者は、こんにらは赤ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）の実施結果  

や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療  

の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により把握され、養育支   

援が特に必要であって、本事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその重量  

董とする。具体的には、例えば以下の家庭が考えられる。  
①望まない妊娠や若年の妊婦及び妊婦健塵診査末受診等の妊娠期からの継続的な支援  

を特に必要とする家庭  

②出産後間もない時期（おおむね1年程度）の養育者が、育児ストレス、産後うつ状  

整、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱え  
る家庭  

③食事、衣服、生活環境等について、不適切な責割犬態にある家庭など、虐待のおそ  

れやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭  

④児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭   

皇．中核機関   

○ この事業の中核となる機関（以下「中核機関」という。）を定める。中核機関は、本事  

業による支援の進行管理や当該事業の対象者に対する他の支援との連絡調整を行う。   

○ 事業の実施にあたっては、中核機関と子どもを守る地域ネットワーク（要保護児童対   

策地土或協議会）（以下「ネットワーク」という。）調整機関（以下「調整機関」という。）  

がその連携に十分努めることが必要である。さらに、ケース管理を効率的に行う観点か   
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らは、ネットワークが設置されている場合には、可能な限り中核機関と調整機関を同一  

とすることが適当である。  

邑．訪問支援者   

○ 訪問支援の実施者は、中核機関において立案された支援内容、方法、スケジュール等  

に基づき訪問支援を実施する。   

（ア）産後うつ病、育てにくい子ども等複雑な問題を背景に抱えている家庭に対する具  

体的な育児支援に関する技術指導については、保健師、助産師、看護師、保育士、  

児童指導員等が実施する。   

（イ）（ア）と併せて実施される育児、家事の援助については、子育てOB（経験者）、ヘ  

ルパー等が実施しても差し支えない。   

○ 訪問支援者は、訪問支援の輝こついて必要な研修（講習）を  

受けるものとする。   

乙 重宣内容   

○ この事業は、以下を基本として行うものとする。   

①支援が特に必要である者を対象とする。   

②短期集中的に又はきめ細かに指導助言を行うなど、密度の濃い支援を行う。   

③対象者に積極的アプローチを行うものであり、適切な養育が行われるよう専門的支援  

を行う。   

④必要に応じて他制度と連携して行う。   

○ このため、本事業については、具体的には次の類型を基本として実施するものと互亘。  

圭乳児家庭等に対する短期集中支援型  

血0歳児の保護者で積極的な支援が必要と認められる育児不安にある者や精神的に不  

安定な状態等で支援が特に必要な状況に陥っている音に対して、自立して適切な養育  

を行うことができるようになることを目指し、例えば3か月間など短期・集中的な支  

援を行う。   

②この場合、保健分野三塁他の専門的支援が必要となるときは、支援内容・支援方針を  

検討し、当該専門的支援を担う機関・部署のサービスにつなぎ、児童福祉空母子保健  

等複数の観点から支援を行う。  

卓不適切な養育状態にある家庭等に対する中期支援型   

立食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にあり、定期的な支援や見守りが  

些墓室市町村や児童相談所による在宅支援家庭、施設の退所等により児童が家庭復帰  

した後の塞塵など生活面に配慮したきめ細かな支援が必要とされた家庭に対して、中  

期的な支援を念頭に、関係機関と連携して適切な児童の養育環境の維持二改萱及び家  

庭の養育力の向上を日指し、一定の日標・期限を設定した上で指導・助言等の支援を  

行う。   

邑．中核機関の役割  

（1）対象家庭の把握   

○ 対象者の把握については、以下のような経路から中核機関に情報提供が行われること  

が想定される。  

①こんにらは赤らやん事業（乳児家庭全戸訪問事業）の実施結果や母子保健事業、妊  

娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連携体制に基  

づく情報提供  

②児童相談所等関係機関からの調整機関への通知・通告等や中核機関への情報提供  
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○ 中核機関は、土立①里庄②等により把握された養育支援が特に必要な家庭について情   

報の収集を行う。  

（2）対象者の判断  

○ 中核機関は、本事業により実施する訪問支援の対象者及び支援内容を決定する。この   

場合、必要に応じて調整機関や児童相談所等と連携し、個別ケース検討会議を開催する   

等、必要な検討を行う。  
○ 本事業の対象者は、一定の指標に墨っき判断された等、支援が特に必要と認められる   

家庭の児童及びその養育者とする。   

○支援の必要性を判断するための一定の指標＜項目の例示＞  

●基本属性   ●子どもの年齢  

2  ●養育者の年齢  

3  ●家族構成  

4  ●関与機関（機関名 経過 keyperson）   

●妊娠斯からの支援の必要性   5  ●若年  

6  ●繕済的問題  

7  ●妊娠葛藤  

8  ●母子健康手帳未発行  
9  ●妊婦健診末受診等  

10  ●多胎  

●その他（  ）   

●乳児家庭全戸訪問事業実施報告  12  ●支援の必要性有り  

13  ●支援の必要性の検討のため要調査等  

14  ●他支援実施中（  ）   

●子どもの状況   15  ●出生状況  

16  ●未熟児または低出生体重児  

17  ●健診受診状況  

18  ●発育・発達状態  

19  ●健康状態  

20  ●情緒の安定性  

21  ●問題行動  
22  ●日常のケア状況  

23  ●基本的な生活習慣  

24  ●養育者との分離歴  

25  ●養育者との関係性   

●養育者の状況   26  ●養育者の生育歴  

27  ●養育者の親や家族との関係性  
28  ●妊娠経過・分娩状況  

29  ●心身の健康状態等  

30  ●性格的傾向  

31  ●家事能力・養育能力  
32  ●子どもへの思い・態度  

33  ●問題認識・問題対処能力   

●養育環境   34  ●夫婦関係  

35  ●きょうだいとの家族との関係  

36  ●家族形態の変化  

37  ●経済状況・経済基盤  
38  ●労働状況  

39  ●養育者との接触度  

40  ●居住環境  

41  ●居住地の変更  

42  ●地域社会との関係性  

43  ●サポート可能な資源   
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（3）支援の開始と支援内容等の決定方法   

○ 支援の開始にあたっては、中核機関において、要支援児童等の状況等に応じて具体的   

な重崖辺日標及び当該目標を達成するための具体的な支援の内容、期間、方法、支援者  

等について計画を策定し決定する。   

○ この事業における支援内容は、支援が特に必要と認められる家庭に対する養育に関す   

る専門的相談・支援であり、具体的には以下の内容を基本とする  

①妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠・出産・  

育児を迎えるための相談・支援  

②出産後間もない時期（おおむね1年程度）の重量董に対する育児不安の解消や薫育  

技術の提供等のための相談・支援  

③不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対す  

る養育環境の維持二題董や子の発達保障等のための相談・支援  

④児童養護施設等の退所又は里拭委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して  

家庭復帰が適切に行われるための相談・支援   

○ 産裾期の育児支援や家事援助等については、4に定める支援が特に必要と認められる   

家庭に対して、一定の目標を設定し相談・支援の一環として実施するものとする。   

○ 上記①及び②については7に定める短期集中支援型による支援を想定しており、この   

場合、剋星嵯3か月以内の短い期間を設定しつつ、当該期間内に例えば週に複数回の訪  

問を行うなど、頻回に訪問支援を行うものとする。   

○ 上記③及び④については7に定める中期支援型による支援を想定しており、この場合、  

6か月から1年程度の中期的目標を設定した上で、当面3か月を短期的日本票として、定   

期的な訪問支援を行うとともに、目標の達成状況や養育環境の変化などを見極めながら   

支援包豊の見直しを行っていくものとする。  

（4）支援の経過の把握   

○ 中核機関は、支援の経過について訪問支援者からの報告を受け、支援の実施や家庭の  

状況について把握する等、支援における経過についての進行管理を行う。また、支援の   

経過の中で適時、訪問支援者の役割分担や支援上の課題について確認する等、対象家庭  

や訪問支援者へのフォロー体制を確保する。   

○ 中核機関は、必要に応じて調整機関がネットワークの会議を開催する等の対応を求め  

る。  

（5）支援の終結決定の判断   

○ 中核機関において、重艶日標が達成されたかどうか、養育環境が改善されたかどう  

か等の支援後の評価を行い、支援の終結決定についても事業担当者、訪問支援者、関係  

機関等と協議の上決定する。   

○ 本事業による支援を終結する場合においても、他の必要な支援につなげることや、必  

要に応じてその後の継続的な支援体制を確保する。   

旦．訪問支援者の研修プログラム   

○ 必要な研修（講習）プログラムについては、各地域の実情に応じて実施するものとし、   

実施に当たっては、家庭訪問に同行することや援助場面を想定した実技指導（ロールプ  

レイング等）などを組み込み、訪問の内容及び質が一定に保てるよう努める。  

なお、専門資格を有する者については、各自の専門領域に関する部分については省略  

しても差し支えないものとする。   

○ 支援経過の中で生じる様々な課題辺解決のためには、必要に応じ中核機関による訪問  

支援者へのフォロー体制を整えることが必要である。  
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○ 訪問者の研修は、①訪問実施前に実施する基礎的研修②実際の訪問における問題解決   

のための技術向上研修③事例検討などの応用的研修など、訪問者の能力と必要性にあわ   

せて計画実施すること。   

○養育支援訪問事業 訪問支援者基礎的研修プログラム例  

事業の意義と目的   「薫育支援訪問事業」の意義と目的   

傾聴とコミュニケーション  訪問対象者の話を聞くときの留意点とコミュニケーシ  

ヨン技術   

訪問支援の実際   訪問支援実施の手順と留意事項・訪問に同行する等   

守秘義務について   個人情報の適切な管理と守秘義務について   

児童虐待の予防について   児童虐待の現状と予防及び具体的な支援   

事例検討   支援上の課題がある事例の検討   

19．個人情報の保護及び守秘義務   

○ 事業の実施を通じて、訪問支援者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のた   

め、以下の対応等により万全を期す。  

①個人情報の管理や守秘義務についての規定を定め、これを事業の従事者に周知する。  

②特に訪問支援者に対しては、個人情報の管理や守秘義務について研修等を行い周知  

徹底する。  

③非常勤職員の委嘱手続等においては、誓約書を取り交わすことなど、具体的措置を  

講じる。  

④ネットワークが設置されている場合においては、訪問支援畠をネットワークの構成  

員とし、当該構成員としての守秘義務を課す。   

1⊥．委託先について   

○ 事業の委託先としては、本事業を適切に行う観点から、少なくとも以下の要件を満た  

すことが必要である。  

①必要な研修を受講した訪問者を配置するなど、本事業を適正かつ円滑に遂行しうる  

人員を有している三と。  

②訪問者に対して、個人情報保護や守秘義務に関する研修を受講させ、本事業に係る  

個人情報の具体的な管理方法等についても一定の規程を設けるなど、委託に係る事  

務に関して知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な措置を  

講じ量三と。  

③事業の全部を委託する場合には、本事業の対象者の状況に応じて、具体的な重珪些  

巨引票及び援助内容を決定できる等、本事業のマネジメントのための体制逆確保さ出  

ていること。  

○ 市町村が事業を委託する場合においては、市町村が事業主体としての責任を果たす観   

点から、委託先との関係について、以下のような点に留意する。  

①委託先に対して、本事業を適切に実施するために必要十分な情報提供を行う三と。  

②委託先の事業実施状況の把握や指導等によ坦⊥＿適正な事業運営を確保する三と。   

12．第2種社会福祉事業の届出等  

○周章（平成20年法律第85号＝こより、本事業は、平   

成20年4月1［］より、第2種社会福祉事業として社会福祉法に位置づけられることと   

なっており、適切に事業開始の届出を行うとともに、都道府県の指導監醤を受けること。  
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○働こおける問題解決   

のための技術向上研修③事例検討などの応用的研修など、訪問者の能力と必要性にあわ   

せて計画実施すること。  

○養育支援訪問事業 訪問支援者基礎的研修プログラム例  

事業の意義と目的   「養育支援訪問事業」の意義と目的   

傾聴とコミュニケーション  訪問対象者の話を聞＜ときの留意点とコミュニケーシ  

ヨン技術   

訪問支援の実際   訪問支援実施の手順と留意事項・訪問に同行する等   

守秘義務について   個人情報の適切な管理と守秘義務について   

児童虐待の予防について   児童虐待の現状と予防及び具体的な支援   

事例検討   支援上の課題がある事例の検討   

1旦．個人情報の保護及び守秘義務   

○ 事業の実施を通じて、訪問支援者が知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持のた  

め、以下の対応等により万全を期す。  

①個人情報の管理や守秘義務についての規定を定め、これを事業の従事者に周知する。  

②特に訪問支援者に対しては、個人情報の管理や守秘義務について研修等を行い周知  

徹底する。  

③非常勤職員の委嘱手続等においては、誓約書を取り交わすことなど、具体的措置を  

講じる。  

④ネットワークが設置されている場合においては、訪問支援者をネットワークの構成  

員とし、当該構成員としての守秘義務を課す。   

1⊥．委託先について   

○ 事業の委託先としては、本事業を適切に行う観点から、少なくとも以下の要件を満た  

すことが必要である。  

①必要な研修を受講した訪問者を配置するなど、本事業を適正かつ円滑に遂行しうる  

人員を有している∈と。  

②訪問者に対して、個人情報保護や守秘義務に関する研修を受講させ、本事業に係る  

個人情報の具体的な管理方法等についてもー定の規程を設けるなど、委託に係る事  

務に関して知り得た個人情報を適切に管理し、秘密を保持するために必要な措置を  

講じ亘三と。  

③事業の全部を委託する場合に駄本事業の対象者の状況に応じて、具体的な重崖嬰  

目標及び援助内容を決定できる等、本事業のマネジメントのための体制逆確保さn  

ていること。   

○ 市町村が事業を委託する場合においては、市町村が事業主体としての責任を果たす観  

点から、委託先との関係について、以下のような点に留意する。  

①委託先に対して、本事業を適切に実時するために必要十分な情報提供を行う三と。  

②委託先の事業実施状況の把握や指導等によ旦」適正な事業運営を確保する三＿と。   

12．至脚出等   

○働去律第85号＝こより、本事業はし   

平成21年4月†日より、第2種社会福祉事業として社会福祉法に位置つけられること  

となっており、適切lこ事業開始の届出を行うとともlこ、都道府県の指導監督を受けるこ  

と。  
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